
問問い合わせ先　☎　電話番号 浦添市役所（代）☎０９８（876）1234※一部窓口対応あり詳しくはこちら▶※市立図書館、市民体育館、保健相談センター、ハーモニーセンター等 その他の施設は変更しません。
市役所本庁舎・上下水道庁舎の窓口受付時間　午前８時30分～午後４時まで（昼休み 正午～午後1時）

令和８年度（令和８年７月～令和９年６月）
国民年金保険料一般免除・納付猶予申請受付開始

市民課 国民年金係 ☎（876）1284問い合わせ

国民年金第１号被保険者（自営業、農家、無職の方など）で、国民年金保険料を納める
ことが困難な人が、保険料の全額または一部の納付を免除（猶予）できる制度です。

●未納のままだと・・・
未納があると、将来の年金受給額が少なくなるほか、死亡や障害といった万一の時
の給付が受けられない場合があります。
▶免除や納付猶予は２年１ヶ月まで遡って申請が可能です。
▶一部免除に該当しても、納付すべき一部保険料を納付しない場合、その間は

　　「未納」になります。

●免除割合によって受け取れる年金額が異なります
　▶保険料免除や納付猶予になった期間は、年金受給額を計算する際は減額されま
　　すが、年金資格期間に参入されます。
　▶10年以内であれば、後から免除された保険料を納めること（追納）ができます。

【申請基準】 次の①または②に該当する人
①本人・配偶者・世帯主の令和８年度（令和７年
１月１日から12月31日）の所得が一定額以下 
②失業・事業の廃止・災害等の事由（特例免除）

【申請方法】
受付開始日：７月１日（水）～
申請受付先：市民課 国民年金係（12～14番窓口）

【申請に必要なもの】
①基礎年金番号がわかるものまたはマイナン
　バーカード
②窓口に来る人の顔写真付き身分証明書
③委任状（別世帯の人が代理申請する場合）
特例免除の申請をする場合
④失業：離職票または受給資格者証
⑤事業の廃止：個人事業の開廃業等届出書
⑥災害：被災状況届

【免除承認申請期間】
●令和８年７月～令和９年６月
※申請して結果通知が届くまで２～３ヶ月かかります。
結果通知が送付される前に納付書や督促状が届く

　ことがありますが、結果通知が届くまでは保険料は
　納付せずに納付書をお手元に保管してください。

納める
保険料

定額保険料

17,920円

全額免除

0円

3/4免除

4,480円

半額免除

8,960円

1/4免除

13,440円
▲詳しくはこちら

税
金
・
保
険
・
年
金

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
資
格

確
認
書
・資
格
情
報
の
お
知
ら

せ問
国
民
健
康
保
険
課

☎
（
８
７
６
）１
７
１
７

●
8
月
1
日
時
点
で
85
歳
以
上
の

人
お
よ
び
84
歳
以
下
の
マ
イ
ナ
保

険
証
を
お
持
ち
で
な
い
被
保
険
者

の
皆
さ
ま
へ

８
月
か
ら
資
格
確
認
書
が
切
り

替
わ
り
ま
す
。（
有
効
期
限

：

令
和

９
年
7
月
31
日
）

「
資
格
確
認
書
」は
、７
月
下
旬
ま

で
に
、郵
送
ま
た
は
窓
口
等
で
交
付

し
ま
す
。

８
月
か
ら
は
、医
療
機
関
の
窓
口

に
今
回
届
い
た「
資
格
確
認
書
」ま

た
は「
マ
イ
ナ
保
険
証
」を
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

資
格
確
認
書
が
届
い
た
ら
、
住

所
・
氏
名
・
一
部
負
担
金
の
割
合
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
８
月
１
日
時
点
で
84
歳
以
下
の

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
被
保

険
者
の
皆
さ
ま
へ

マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診
を
お

願
い
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
保
険
証
と
は
、健
康
保
険

証
と
し
て
利
用
登
録
し
た
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。７

月
中
に
被
保
険
者
資
格（
被
保

険
者
番
号
、保
険
者
名
、氏
名
、負
担

割
合
等
）が
記
載
さ
れ
た「
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
」を
お
届
け
し
ま
す
。

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」の
み

で
は
、病
院
等
の
受
診
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診
が
難

し
く
な
っ
た
人
や
マ
イ
ナ
保
険
証

の
利
用
登
録
解
除
を
希
望
さ
れ
る

人
は
市
役
所
窓
口
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

Ɲ◌ǦǞǾ
　ǢǰȘ

令
和
８
年
度
国
民
健
康
保
険

資
格
確
認
書
の
更
新
に
つ
い
て

問
国
民
健
康
保
険
課
資
格
賦
課

係☎（
８
７
６
）１
２
８
８

「
資
格
確
認
書
」を
す
で
に
お
持

ち
の
人
ま
た
は「
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
」を
す
で
に
お
持
ち
の
70
歳
以

上
の
人
を
対
象
に
、８
月
１
日
か
ら

有
効
の
、新
し
い「
資
格
確
認
書
」ま

た
は「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」を

７
月
上
旬
ご
ろ
か
ら
郵
送
し
ま
す
。

※
保
険
証
の
利
用
登
録
が
さ
れ
た

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
マ
イ
ナ

保
険
証
）の
有
無
や
年
齢
に
よ
っ
て
、

お
送
り
す
る
も
の
が
異
な
り
ま
す
。

修
学
特
例（
マ
ル
学
）ま
た
は
遠

隔
地
特
例（
マ
ル
遠
）の
被
保
険
者

は
、国
民
健
康
保
険
課
窓
口
で
の
更

新
が
必
要
で
す
。

更
新
に
必
要
な
も
の
は
、７
月
上

旬
ご
ろ
に
通
知
す
る
案
内
文
書
に

て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
～
11

時
30
分
、午
後
１
時
～
４
時

Ɲ◌ǦǞǾ
　ǢǰȘ

国
民
健
康
保
険
の
給
付
に
関

す
る
各
種
証
の
切
り
替
え

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
１
４

●「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」の
有
効
期
限
は
７
月
31

日
で
す
。

８
月
１
日
以
降
も
継
続
し
て
証

が
必
要
な
人
の
う
ち
、長
期
入
院
該

当
に
よ
る
食
事
代
の
減
額
を
受
け

る
人
は
国
民
健
康
保
険
課
窓
口
か

オ
ン
ラ
イ
ン
で
更
新
手
続
き
が
必

要
で
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類（
運
転

免
許
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）

②
世
帯
外
の
人
が
申
請
す
る
場
合

は
世
帯
主
直
筆
の
委
任
状

③
過
去
12
か
月
の
入
院
日
数
が
90

日
を
超
え
る
こ
と
が
わ
か
る
領
収

書
や
証
明
書

※
長
期
入
院
該
当
で
は
な
い「
限
度

額
適
用
認
定
証
」を
お
持
ち
の
人
は
、

原
則
窓
口
で
の
更
新
手
続
き
が
不

要
で
す
。し
か
し
、オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
が
で
き
な
い
医
療
機
関
を

受
診
す
る
場
合
や
国
保
税
に
滞
納

が
あ
る
場
合
等
は
、国
民
健
康
保
険

課
給
付
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

ƝȲɻɱȬɻ
ᨃ☔ǾǢǰȘ

●
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
更
新

手
続
き
は
不
要
で
す
。

新
し
い
受
療
証
を
７
月
中
に
簡

易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

令
和
８
年
度「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
」第
1
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
２

令
和
８
年
度「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
」第
1
期
納
期
限
は
7
月
31
日

（
金
）で
す
。納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

●
便
利
で
安
心
な
口
座
振
替

納
め
忘
れ
が
な
い
口
座
振
替
を

推
奨
し
て
い
ま
す
。一
度
の
手
続
き

で
自
動
引
き
落
と
し
と
な
り
、納
め

忘
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。市
内
金
融
機

関
等
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
皆
さ
ま
へ

問  

国
民
健
康
保
険
課

☎
（
８
７
６
）１
７
１
７

●
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

１
つ
の
医
療
機
関
で
月
の
限
度

額
を
超
え
る
医
療
費
自
己
負
担
が

発
生
し
た
場
合
は
、限
度
額
を
超
え

る
分
の
支
払
い
は
無
く
な
り
ま
す
。

２
つ
以
上
の
医
療
機
関
の
合
計
で

月
の
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、合

算
後
の
差
額
を
高
額
療
養
費
と
し

て
後
日
支
給
し
ま
す
。手
続
き
の
流

れ
に
つ
い
て
は
、「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
ご
あ
ん
な
い
」を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

●
医
療
機
関
窓
口
で
の
自
己
負
担

額
を
限
度
額
ま
で
と
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

資
格
確
認
書
の「
限
度
区
分
」「
特

定
疾
病
区
分
」の
欄（
任
意
記
載
事

項
と
い
う
）が
空
欄
で
記
載
が
な
い

人
は
、
申
請
に
よ
り「
限
度
区
分
」

「
特
定
疾
病
区
分
」が
記
載
さ
れ
た

資
格
確
認
書
を
交
付
し
ま
す
。

医
療
機
関
の
窓
口
に
任
意
記
載

事
項
が
記
載
さ
れ
た
資
格
確
認
書

を
提
示
す
る
と
、支
払
い（
自
己
負

担
額
）を
高
額
医
療
費
の
自
己
負
担

限
度
額
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

●
申
請
方
法

申
請
場
所

国
民
健
康
保
険
課
窓
口

申
請
に
必
要
な
物

①
資
格
確
認
書

②
申
請
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の（
運
転
免
許
証
等
）

●
保
険
料
に
関
す
る
通
知
書
が
届

き
ま
す

通
知
時
期

７
月

特
別
徴
収
の
人

年
金
支
給
の
際
に
、年
金
か
ら
保

険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。お
申
し

込
み
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

普
通
徴
収
の
人

口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
で
納

期
限
内
に
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。納
付
書
は「
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
額
決
定
通
知
書
」に
同
封
さ

れ
て
い
ま
す
。納
付
場
所
に
つ
い
て

は
、納
付
書
の
裏
に
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。口
座
振
替
で
納
め
た
い
場
合

は
、最
寄
り
の
取
扱
金
融
機
関
や
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
浦
添
市
W
e
b

口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」で
お
申

し
込
み
で
き
ま
す
。

※
普
通
徴
収
の
保
険
料
の
納
付
は

７
月
か
ら
で
す
。

●
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
が
変

更
に
な
り
ま
す

◀
令
和
8
年
6
月
1
日
か
ら
の
金

額

現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ

区分
（低所得）Ⅱ

区分（低所得）Ⅰ

５５０円
５５０円

２７０円
２２０円
１３０円

所得区分 １食あたり
の食事代

※1

※1

※1　一部330円の場合があります。
※2　過去12か月で90日を超える入院をする場合、申請により190円に減額されます。
　　　市町村の担当窓口に申請してください。

過去12か月の入院日数が90日以内

過去12か月の入院日数が91日以上※2

※
長
期
入
院
該
当
に
な
る
人
は
、申

請
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、入
院

日
数
が
わ
か
る
書
類
な
ど
を
持
参

し
、国
民
健
康
保
険
課
窓
口
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度  

医
療

費
の
自
己
負
担
割
合
に
つ
い
て

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
（
８
７
６
）１
７
１
７

同
一
世
帯
に
住
民
税
課
税
所
得

が
1
4
5
万
円
以
上
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
が
い
る

場
合
の
所
得
区
分
を「
現
役
並
み
所

得
者
」と
い
い
、医
療
費
の
自
己
負

担
割
合
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、次
の
①
②
③
の
い
ず
れ

か
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、申
請

す
る
と
、「
一
般
Ⅱ
」ま
た
は「
一
般

Ⅰ
」の
区
分
と
同
様
に
な
り
、自
己

負
担
割
合
が
２
割
ま
た
は
１
割
に

な
り
ま
す
。

①
同
じ
世
帯
に
被
保
険
者
が
一
人

の
場
合
、そ
の
人
の
年
収
が
3
8
3

万
円
未
満
で
あ
る
と
き
。

②
同
じ
世
帯
に
被
保
険
者
が
複
数

い
る
場
合
、そ
の
全
員
の
年
収
が
合

計
で
5
2
0
万
円
未
満
で
あ
る
と

き
。

③
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
一
人

で
、同
じ
世
帯
の
70
歳
か
ら
74
歳
の

人
も
含
め
た
年
収
が
5
2
0
万
円

未
満
で
あ
る
と
き
。

Ɲ◌ǦǞǾ
　ǢǰȘ

国
民
健
康
保
険
税・後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
徴
収
猶
予

問
国
民
健
康
保
険
課
徴
収
係  

☎
内
線
３
７
１
８
～
３
７
２
１

災
害
・
病
気
等
に
よ
り
、国
民
健
康

保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、法
令
等

に
基
づ
き
徴
収
の
猶
予
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
電
話
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

Ɲ◌ǦǞǾ
　ǢǰȘ

サマージャンボ7億円
（1等5億円・前後賞各1億円合わせて）

（1等3千万円・前後賞各1千万円合わせて）
サマージャンボミニ5,000万円

（1等8億円・前後賞各2億円合わせて）
サマージャンボプレミアム12億円

6月30日●火 3種類同時発売! 発売期間6/30●火～7/31●金抽せん日8/12●水
プレミアム：1枚 500円

ジャンボ・ミニ：1枚 300円

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
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